
 
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
次
の
特

定
非
営
利
活
動
法
人
か
ら
定
款
変
更
認
証
申
請
が
あ
っ
た
。

 
 

平
成
二
十
二
年
八
月
九
日

広
島
県
知
事

湯 
 

﨑 
 

英 
 

彦

特
定
非
営
利

活
動
法
人
の

名 
 
 

称

代

表

者

の

氏

名

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

定

款

に

記

載

さ

れ

た

目

的

定
款
変
更
の

内

容

申

請

の

あ

っ

た

年

月

日

特
定
非
営
利

活
動
法
人
ひ

ろ
し
ま
オ
ー

プ
ン
ソ
フ
ト

ウ
ェ
ア
コ
ン

ソ
ー
シ
ア
ム 

中
村 

一
孝 
広
島
県
広
島

市
中
区
大
手

町
二
丁
目
一

一
番
一
〇
号

こ
の
法
人
は
、
広
島

県
内
に
お
け
る
オ
ー

プ
ン
ソ
ー
ス
ソ
フ
ト

ウ
ェ
ア
及
び
オ
ー
プ

ン
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
（

以
下
、
「
オ
ー
プ
ン

ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
」
と

い
う
）
に
関
心
を
持

つ
広
汎
な
人
々
に
対

し
て
、
オ
ー
プ
ン
ソ

フ
ト
に
関
わ
る
研
究

と
開
発
、
オ
ー
プ
ン

ソ
フ
ト
人
材
の
育
成

や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
活

動
の
支
援
、
ビ
ジ
ネ

ス
活
用
へ
の
支
援
や

新
ビ
ジ
ネ
ス
の
創
出

な
ど
に
関
す
る
事
業

を
行
い
、
広
島
都
市

圏
に
お
け
る
情
報
技

術
分
野
の
新
市
場
の

形
成
・
発
展
並
び
に

技
術
の
集
積
に
よ
る

地
域
競
争
力
の
向
上

に
寄
与
す
る
こ
と
を

目
的
と
す
る
。 

・
会
員
の
除
名

規
定
の
変
更 

・
監
事
選
任
方

法
の
変
更 

・
役
員
の
解
任

規
定
の
変
更 

・
総
会
の
権
能

の
変
更 

・
理
事
会
の
権

能
の
変
更 

平
成
二
二
年 

七
月
二
二
日 

特
定
非
営
利

活
動
法
人
広

島
が
ん
サ
ポ

ー
ト 

浅
原 

利
正 

広
島
県
広
島

市
中
区
三
川

町
一
―
二
〇

こ
の
法
人
は
、
が
ん

患
者
と
そ
の
家
族
に

対
し
て
、
地
域
に
お

け
る
患
者
サ
イ
ド
に

立
っ
た
細
や
か
な
情

報
の
提
供
や
、
地
域

の
が
ん
医
療
等
の
向

上
を
図
る
こ
と
に
関

す
る
事
業
を
行
い
、

が
ん
患
者
と
そ
の
家

族
が
満
足
で
き
る
医

療
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
る
環
境
の
実
現 

・
事
業
の
追
加 

・
役
員
定
数
の

変
更 

平
成
二
二
年

七
月
二
六
日 



 
 

に
寄
与
す
る
こ
と
を

目
的
と
す
る
。

 
 

特
定
非
営
利

活
動
法
人
中

国
シ
ニ
ア
ラ

イ
フ
ア
ド
バ

イ
ザ
ー
協
会 

神
垣 

和
美 

広
島
県
広
島

市
中
区
八
丁

堀
一
三
番
一

五
号
八
丁
堀

ビ
ル

Ｓ
Ｌ
Ａ
は
、
中
高
年

齢
者
に
対
し
て
、
生

活
全
般
に
関
す
る
悩

み
相
談
事
業
を
行

い
、
相
談
者
の
自
立

支
援
に
寄
与
す
る
こ

と
を
目
的
と
す
る
。

残
余
財
産
の
帰

属
先
の
変
更 

平
成
二
二
年

八
月
二
日 


